
船舶事故等調査報告書 

平成２７年２月５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１４長第７７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２６年６月３０日 ０２時３０分ごろ 

発生場所 長崎県小値賀
お ぢ か

町小値賀島北西方沖 

 小値賀町所在の五島白瀬
し ろ せ

灯台から真方位３１５°２２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２６.８′ 東経１２８°３０.０′） 

事故等調査の経過 平成２６年８月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ ＬＰＧタンカー HONG
ホ ン

 YAN
ヤ ン

（中華人民共和国籍）、２,９７０トン 

     ９５６４０７３（ＩＭＯ番号）、TIANJIN SOUTHWEST MARITIME 

LIMITED 

Ｂ 漁船 幸
さち

丸、６トン 

   ＮＳ２－２３２８２（漁船登録番号）、個人所有 

   第２９２－４２９３７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（中華人民共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷船尾外板に擦過傷 

Ｂ 船首部に圧壊、マストに曲損及び折損等 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１０人が乗り組み、航海士Ａが船

橋当直を行い、小値賀島北西方沖を約１２ノット（kn）の速力（対地

速力、以下同じ。）で北東進した。 

 航海士Ａは、Ａ船に向かって来る右舷前方のＢ船を認め、右方に避

けることができないと思い、左舵を取った後、Ｂ船が船尾方至近を通

過して航行を続けていたことから、元の針路に戻して航行した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、背もたれ付きの椅子に腰を掛け

て操船に当たり、約１２kn の速力で自動操舵により小値賀島北西方

沖を北西進中、船長Ｂが、前路に他船を認めなかったので、いつしか

居眠りに陥り、平成２６年６月３０日０２時３０分ごろＢ船の船首部

とＡ船の右舷船尾部とが衝突した。 

 船長Ｂは、自力で航行して小値賀町小値賀漁港に戻り、衝突の事実

を所属漁業協同組合に連絡し、同組合は、海上保安部に通報した。 

 Ａ船は、衝突に気付かずに航行を続けていたが、後日、海上保安部

から衝突の事実を知らされた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西南西、風速 約８～９m/s、視界 良好 

機密性２情報 



海象：波高 約１.５ｍ 

 その他の事項 民間会社が受信したＡＩＳ記録によれば、Ａ船の平成２６年６月 

３０日０２時３０分０９秒における対地針路は真方位０５４°、速力

は１１.９kn、船位は北緯３３°２６′４９.９″、東経１２８°  

２９′５８.４″であった。 

Ｂ船は、３Ｍレンジとしたレーダーを作動させていたが、レーダー

に探知した映像が一定の距離に接近したときに警報を発するガードリ

ング機能がなく、船橋航海当直警報装置もなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、小値賀島北西方沖を北東進中、右舷前方から接近するＢ船

と衝突したものと考えられるが、航海士Ａから情報が得られなかった

ため、衝突に至った状況を明らかにすることはできなかった。 

 Ｂ船は、小値賀島北西方沖を北西進中、単独で操船中の船長Ｂが、

居眠りに陥ったことから、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、小値賀島北西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ

船が北西進中、両船が衝突したことにより発生したものと考えられ

る。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、常時、見張りを適切に行うこと。 

・衝突を避けるための動作は、十分に余裕のある時期に行うこと。 

・眠気を感じたときは、椅子から離れて身体を動かしたり、ガムを

かんだり、コーヒーを飲んだりして眠気を解消すること。 

・船橋航海当直警報装置を設置することが望ましい。 

 


